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　民法（債権関係）の改正法（「民法の一部を改正する法律」〔平成 29 年法律第
44 号〕。以下，ここでは改正債権法と略称）は，2017 年 5 月 26 日に成立し，
2020 年 4 月 1日から施行されている。改正事項は広範かつ多岐にわたるが，
大きく見れば，その改正事項は，（1）改正前の民法（旧法）の下で判例・学説
によって確立していた解釈ルールを条文化したもの，（2）旧法の下で議論が
対立していた解釈問題について，一定の解釈ルールを採用して条文化し，議論
の対立に終止符を打つもの，（3）旧法の規定に対して指摘されていた解釈上，
法政策上の疑義や批判を考慮し，旧規定とは異なる新しいルールを新設するも
の等に分けることができる。また，改正の審議過程において，改正の検討対象
として考慮されながら，最終的には立法化が見送られた事項も多数に上る。し
たがって，改正債権法の意義を正確に理解するためには，旧法と改正後の民法
のこのような連続性と非連続性を考慮することが不可欠である。
　筆者は，2018 年度及び 2019 年度に早稲田大学法学部の選択科目「応用民法
Ⅰ」の授業で改正債権法の重要なテーマを取り上げ，基本的な事例を用いなが
ら講義を行ったが，その際，学生諸君の理解の便宜のために，事例に解説を加
えた授業資料を作成・配布した。その後，有斐閣法律編集局書籍編集部から，
これらの資料をまとめて単行本として出版してはどうかというお誘いを頂いた。
　改正債権法については，改正に関わった研究者や実務家等の多くの解説書が
あるほか，改正債権法に対応した基本書・体系書もすでに少なからず現れてお
り，本書の刊行に躊躇を覚えるところもあった。しかし，具体的な事例に即し
て，どのような改正が行われ，改正がなぜ必要とされたか，旧法とはどのよう
な点でどのように異なっているか，改正後の民法にはどのような問題点が残っ
ているか等を単著で解説するものはいまだ少なく，本書のようなスタイルのテ
キストを刊行することにも意義があると考え，編集部ともご相談をしながら，
上記の授業資料に加筆・修正を加え，ようやく完成に漕ぎつけることができた。
　本書が主要な読者として想定しているのは，法学部において民法の必修科目
を履修し，あるいは法科大学院において法学未修者 1年次の民法科目の履修
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を終え，民法の基本的な学識を備えている学生諸君であるが，すでに民法の学
習が相当程度進んでいる方々や，旧法を学んで実務家になられた方々にとって
も，改正債権法のポイントを理解するのに役立つところがあるのではないかと
考えている。

　以下，本書を利用されるにあたって，とくに留意していただきたいと考えて
いる点を順不同で掲げることとする。
　①本書は，改正債権法の問題を網羅的に取り扱うものではなく，また，取り
上げているテーマについても，そのすべての事項について事例に即して解説を
しているわけではない。これまでの教育経験で，学生諸君にとってとくに重要
であると思われるテーマと事例を重点的に扱うものである。
　②民法の諸制度が具体的にどのような場合にどのような形で問題となるかを
理解するために，基本的な事例を手がかりとして考えることはきわめて重要で
ある。改正債権法についてもこれと異なるところはなく，本書で取り上げてい
る具体的な事例の検討を通じて，改正の趣旨と必要性をよりよく理解すること
ができるものと考えている。
　③解説に際して，冒頭にも述べた旧法と改正後の民法の連続性と非連続性を
意識し，必要な限りで旧法の議論状況にも言及し，改正債権法と対比すること
によって，改正の意義と必要性を明らかにするように努めた。
　④改正によって旧法における解釈上の疑義が払拭された事項は多いが，同時
に，改正後の民法の解釈がどうなるかについて今後の議論の展開が必要である
と思われることも少なくない。議論が分かれ，あるいは議論自体が十分に展開
されていない問題については，客観的な解説や議論の紹介を超えて私見を述べ
ているところがあるが，そのような箇所では，私見であることが分かるような
記述をするよう心がけた。
　⑤解説の中で，通常の本文よりも文字サイズを小さくした記述をしている箇
所がある。そこでは，本文の解説に関連する発展的な問題や多くの学生諸君が
誤解をしやすい点に言及し，あるいは，筆者が疑問を提示し，私見を述べてい
る。改正債権法の内容と事例の解説の理解という点からすると，まだ学習が十
分に進んでいるとはいえない方々は，最初はこの部分を読み飛ばしていただく
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ことも可能である。なお，脚注でも文献引用のほか，本文の解説を補充する記
述を加えているところがある。文字サイズを小さくして本文中に記述するか，
脚注で補充するかは，論旨の流れを考慮したものではあるが，必ずしも厳密な
区別があるとはいえない。
　⑥民法の学習において，判例の正確な理解が重要であることはいうまでもな
いが，学生諸君が判例を学ぶに際して，その要旨と結論を覚えるだけで，判決
文を直接読まない例に接することが多い。解説の中で，判旨を引用している判
例が少なくないのは，こうした事情を考慮したものである。
　⑦改正債権法については，法制審議会の民法（債権関係）部会における膨大
な立法関係資料があるほか，それに先行する立法提案，改正債権法に関する解
説，研究論文，基本書・体系書等が公刊されているが，学習用テキストという
本書の性格を考慮し，原則として，引用している文献は読者が容易に入手しや
すい一部のものに限定している。

　筆者は日頃の授業でも，学生諸君に対して，なぜそう考えるのか，そのよう
に考えるべき理由・根拠は何かを問いかけることが多いが，本書を手にされる
方々に，改正債権法がなぜ必要であったか，改正規定がなぜそのように解釈さ
れるべきかを理解していただけるよう願っている。
　本書の刊行にあたって，有斐閣法律編集局書籍編集部の藤本依子さん，三宅
亜紗美さん，荻野純茄さんには大変お世話になった。取り上げるテーマや事例
についても貴重なご意見を頂いたが，とりわけ，校正に際して，読者の視点に
立って多くの貴重なコメントを付していただき，事例や解説を修正する箇所が
多かった。ここにとくに記して感謝を申し上げる。

2021 年 6 月

磯村　保
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Ⅰ　請負契約に関する改正事項の概要

　請負契約に関する主要な改正事項として，①報酬請求権（634 条），②目的物
の契約不適合責任，及び，③破産手続の開始による解除（642 条）をあげるこ
とができる。①・②については事例に即してⅡ 2以下で詳しく検討し，ここ
では，③について略説する。
　③は，注文者が破産手続開始決定を受けた場合の請負人又は注文者の破産管
財人による解除に関する改正である。旧 642 条 1 項では，請負人の解除に限
定がなく，仕事が完成した後であっても解除することができることになってい
た。しかし，642 条 1 項で請負人の解除が必要とされる理由は，注文者の破産
手続開始により，未完成の仕事を続行しても，それに対応する報酬が得られな
くなる不利益を回避するためであるから，すでに請負人が仕事を完成した場合
には，請負人の債務の履行は終わっており，契約の解除を認める必要がないと
考えられる。このため，新 642 条 1 項はただし書を追加し，仕事を完成した
後は，請負人の解除は認められないとしている。

Ⅱ　請負人の報酬請求権──仕事の未完成の場合

［事例1］

（1）　Aは，2021年 5月 15日，自己の所有する甲土地上の乙建物を取り壊し

て，新たに丙建物を建築することとし，これらの工事を請負人Bに依頼した。
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工事の報酬額は2300万円とされ，その内訳は，乙建物の解体工事に対する報

酬が300万円，丙建物の新築工事に対する報酬が2000万円とされた。Bは乙

建物の解体工事を終えたが，その後丙建物の建築工事を続行するための資金を調

達することができなくなった。このため，Aは Bとの請負契約を解除した。こ

の場合，Bは乙建物の解体工事に対する報酬の支払を求めることができるか。

（2）　（1）において，Bは乙建物の解体工事を終えた後，丙建物の工事を途中ま

で行っていた。Aが，Bが建築工事を行った未完成の建物（＝丁建前）を引き取

って，別の請負人Cに建築工事を続行させて丙建物が完成した場合に，丙建物

の所有権は誰に帰属するか。また，Bは丁建前の工事について報酬の支払を求め

ることができるか。

1　仕事の完成と報酬請求権

　請負契約において，請負人は仕事を完成する債務を負っており，報酬は仕事
の完成に対して支払われるものであるから，請負人が仕事の完成に向けて，債
務の履行として一定の行為を行っていても，仕事が完成しなかったときは，報
酬の支払を請求することができないのが原則である。
　しかし，旧法下の判例（最判昭和 56 年 2月 17 日判時 996 号 61 頁）は，この
原則に対する例外が認められるとし，建築請負契約が建物未完成のまま終了し
た事案について，以下のとおり判示していた。

「建物その他土地の工作物の工事請負契約につき，工事全体が未完成の間に注
文者が請負人の債務不履行を理由に右契約を解除する場合において，工事内容
が可分であり，しかも当事者が既施工部分の給付に関し利益を有するときは，
特段の事情のない限り，既施工部分については契約を解除することができず，
ただ未施工部分について契約の一部解除をすることができるにすぎないものと
解するのが相当であるところ（大審院昭和 6年（オ）第 1778 号同 7年 4月 30
日判決・民集 11 巻 8号 780 頁参照），原判決及び記録によれば，被上告人は，
本件建築請負契約の解除時である昭和 46 年 9月 10 日現在の訴外Aによる工
事出来高が工事全体の 49.4 パーセント，金額にして 691 万 0590 円と主張して
いるばかりでなく，右既施工部分を引取って工事を続行し，これを完成させた
との事情も窺えるのであるから，かりにそのとおりであるとすれば，本件建築
工事は，その内容において可分であり，被上告人は既施工部分の給付について
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利益を有していたというべきである
→1

。」

　新 634 条は，このルールを条文に取り込み，請負人が契約で合意された仕
事を完成していない場合でも，請負人は一定の要件の下で，注文者が受ける利
益の割合に応じた報酬請求権を行使することができるとしている。

2　新 634 条の定める要件

　新 634 条によれば，仕事が未完成であっても，同条 1号ないし 2号に該当
する場合には，①すでになされた仕事の結果のうち給付が可分であり，かつ，
②注文者がその給付によって利益を受けるときには，すでになされた給付の限
度で仕事が完成したとみなされ，その部分に対応する報酬請求権が認められる。
　634 条 1 号は，注文者の帰責事由なしに仕事の完成が不可能となった場合で
あり，請負人にも帰責事由がなかった場合及び請負人に帰責事由があった場合
の双方を含んでいる。注文者に帰責事由のある完成不能の場合には同号の適用
がなく，請負人は 536 条 2 項前段の規定に従い報酬全額を請求することがで
きるが（最判昭和 52 年 2月 22 日民集 31 巻 1号 79 頁参照

→2

），その場合，同項後段
の規定により，請負人が仕事完成債務を免れたことによって利益を得たときは，
その利益を注文者に返還する義務を負う。
　また，634 条 2 号は，仕事完成前に解除された場合であり，［事例1］のよ
うに，注文者が請負人の債務不履行を理由として解除する場合等がその典型例
である。

1｜　本判決が先例として引用する大判昭和 7年 4月 30 日民集 11 巻 780 頁は，注文者が 641 条の
規定に基づいて仕事完成前に契約を解除した事案に係るものである。
2｜　潮見佳男『債権各論Ⅰ』245 頁は，この場合，536 条 2 項の直接適用ではなく，「法意に照ら
して」報酬全額の請求権が認められるとする。これは，請負契約においては，請負人が先履行義務
を負い，仕事を完成してはじめて報酬請求権が発生するという有力な考え方を前提とし，注文者の
帰責事由ある仕事完成不能の場合本来であれば報酬請求権が発生しないが，その場合にも 536 条 2
項の適用を認めるとするものである（山本敬三『民法講義Ⅳ -1』〔有斐閣，2005 年〕670 頁も参
照）。しかし，報酬請求権の発生時期は当事者の合意によって変更することが可能であり，請負人
がつねに先履行義務を負うと解する必然性は乏しいように思われる。
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　なお，注文者が 641 条の規定によって解除した場合，その効果は同条の規定
に従うものであり，634 条 2 号の適用はないと解すべきである。

　以上によれば，［事例1］（1）のようなケースでは，請負人 Bが引き受けた
乙建物の解体工事と，丙建物の新築工事は，それぞれ独立した債務であり，新
築工事を行うことができない場合であっても，すでになされた解体工事は可分
の給付に当たり，かつ，注文者Aはこれによって乙建物の解体という利益を
得ている。したがって，Aが請負契約を解除した場合にも，解体工事部分の仕
事は完成したとみなされ，Bは乙建物の解体工事に対する報酬請求権を失うこ
とはない。
　これに対して，小問（2）においては，丙建物の工事が途中で中止された場合
であり，完成すべき建物が未完成である場合に，給付が可分であるといえるか
どうかについて，文言上は疑問も生じる。しかし，旧法の下で，上掲昭和 56
年最判が，建物工事未完成の事案で既施工部分の契約解除を否定し，既施工部
分が可分であり，これを引き取った注文者が利益を得ているとした趣旨，及び，
新 634 条がこの判例を考慮して新設されたことからすると，小問（2）の場合に
も，634 条前段の要件を充たすと解される。
　したがって，634 条による一部報酬請求が認められるかどうかの判断につい
ては，物理的に給付が可分かどうかではなく，部分的な給付によって注文者が
利益を受けるかどうかという観点がより重要である。

　小問（2）とは異なり，注文者Aが Bの行った既施工部分を引き取ることなく，
Cに新たに建築工事を行わせた場合には，工事部分が物理的に可分であっても，
Aが利益を受けているとはいえないから，Bは一部報酬請求権を行使することが
できない。

3　工事続行による建物完成

（1）　完成建物の所有権帰属
（a）　未完成建物（丁建前）の所有権帰属

　小問（2）において，Aが丁建前を引き取って，Cに建築工事を続行させ，丙
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建物が完成した場合に，丙建物の所有者となるのは誰か。この問題は，すでに
旧法の下でも議論されてきたものであるが，従来の議論と 634 条の関係が問
題となることから，ここであわせて検討する。
　まず，第三者が工事を続行したことによって完成した建物の所有権帰属を論
じる前提として，丁建前の所有者は誰かが問題となる。請負人が契約に基づい
て建物を完成した場合に，完成建物の所有権帰属については，従来から，請負
人帰属説ないし材料供給者基準説と注文者帰属説の対立が存在した。通常の場
合，請負人が自ら材料を供給して建築工事を行うが，その場合には，請負人帰
属説と材料供給者基準説は一致する。以下，問題を単純化するために，請負人
が材料を供給した場合を想定する。
　この場合，判例（大判明治 37 年 6月 22 日民録 10 輯 861 頁）及び従来の通説
は，完成建物はいったん請負人に帰属し，引渡しによって所有権が注文者に移
転すると解している。物権法における加工の法理との関係を考えると，加工者
と加工の対象となる動産（＝材料）の所有者とが別人であるときは，原則とし
て，材料所有者が加工物の所有権を取得し，例外的に，工作によって生じた価
格が材料の価格を著しく超えるとき加工者が加工物の所有権を取得する（246
条 1 項）。そうだとすると，建築工事の場合において，請負人が自ら材料を供
給し，かつ，その材料を用いて建物を完成するのであるから，請負人が完成建
物の所有権を取得することが自然であるとも思われる。
　しかし，近時の有力説である注文者帰属説は，請負契約の趣旨を考慮すると，
他人の土地の上に建物を建築する場合，当初から注文者に建物所有権が帰属す
ると解する方が当事者の合理的意思に合致すると主張している。
　当事者間に特約がある場合には，その特約に従って所有権の帰属が決まると
する点では両説において異なるところがないが，特約がない場合には，いずれ
の考え方を採るかによって，第三者が工事を続行した場合の法律関係も異なっ
てくる。
　完成建物について請負人帰属説を採る場合には，未完成建物である丁建前の
所有権も請負人 Bに帰属し，注文者帰属説を採る場合には，丁建前の所有権
も当初からAに帰属すると解される。
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